
（第 八 条 の 二 十 七 関 係）様 式 第 三 号

産 業 廃 棄 物 管 理 票 交 付 等 状 況 報 告 書 （平 成 年 度 ）

平 成 年 月 日
都 道 府 県 知 事 殿

（市 長 ）

報 皆 者

住 所

氏 名

（ 法 人 に あ っ て は 名 称 及 び 代 表 者 の 氏 名 ）

電 話 番 号

廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 第 １２ 条 の ３ 第 ６ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 年 度 の 産 業 廃 棄 物 管 理 票 に 関

す る 報 筈 書 を 提 出 し ま す。

事 業 場
一
の 名 称 業 種

事 業 場 の 所 在 地 電 話 番 号

番
号

産 業 廃 棄
物 の 種 類

排 出 量 （ｔ） 管 理 票 の
交 付 枚 数

運 搬 受 託 者
の 許 可 番 号

運 搬 受 託 者 の
氏 名 又 は 名 称

運 搬 兜 の 住 所 処 分 受 託 者
の 許 可 番 号

処 分 受 託 者 の
氏 名 叉 は 笛 称

処 分 場 蕨 の 往
所

１

２

３

４

傭 蕩

１ こ の 報 皆 響 は
、 繭 寧 ４ 角 １ ヨ か ら ３ 月 ３ｉ 蟹 菱 で に 交 付 し 花 護 業 魔 棄 物 儘１ 蟻 禦 に つ い て ６ 月 ；Ｏ ヨ ま で に 提 拙 す る こ と 。

２ 岡 一 の 都 遺 癖 県 （ 政 令 市） の 区 域 陶 に 、 設 置 が 短 期 閲 で あ り、 又 は 所 在 地 が 一 定 し な い 泰 繋 甥 が ２ 以 圭 あ る 場 合 に は
、

こ れ ら の 事 樂 場 を １ 馨 樂 甥 と し て 菱 と め だ 上 で 耀 艶 す る こ と七

３ 産 薬 腕 棄 物 の 種 類 及 び 委 託 究 ご と に 記 入 す る こ と 。

４ 裟 滋 に は 覆 本 篠 準 産 樂 分 類 の 中 分 類 を 記 入 す る こ と。

５ 運 搬 叉 は 処 分 を 姿 託 し 花 窪 繋 魔 棄 物 に 石 繍 含 街 産 樂 瀦 棄 物 が 奮 漢 れ る 場 奮 は、
「 慈 樂 魔 棄 物 の 種 類」 の 欄 に そ の 慶 を 葦ヨ 載 す る と と も に 、 餐 夢 項 に つ い て 石 繍 蓄 宥 慶 業 廃 繁 物 に 係 る も の を

醐 ら か に す る こ と 。

６ 処 分 甥 漸 の 往 所 は
、 運 搬 兜 の 往 所 と 岡 じ で お る 場 合 に は 記 入 す る 必 襲 は な い こ と。

７ 区 闘 を 屡 切 っ て 運 搬 を 委 謡 し 危 場 台 又 は 受 託 蜜 淋 再 委 誘 を 移 っ 淀 場 舎 に は、 匿 闘 ご と の 選 搬 受 翫 畜 又 は 南 受 託 者 に つ い て す べ て 記 入 す る こ と。

（ 日 本 工 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 ）


